
（ http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/122.htm ）  

改正労働契約法に、企業はどう 
対応しようとしているのか 

ー 調査シリーズ №１２２ 「高年齢社員や有期契約社員 
の法改正後の活用状況に関する調査」結果より ー 
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＜調査の概要＞ 
 

目的： 改正労働契約法第１８条、第２０条への企業の対応方針と、 

     それが有期契約労働者の雇用管理に与える影響等を把握する 
 

方法： 企業に対するアンケート調査（郵送配布・回収方式） 及び ヒアリング調査 
 

調査の対象： 

     アンケート調査は、常用労働者を５０人以上雇用する、 

     全国の民間企業２万社 （民間信用調査機関が保有する 

     企業ＤＢを母集団として、産業・規模別に層化無作為抽出） 

     を対象に実施（２０１３年７月２６日～８月末）。７，１７９社 

     （有効回収率 ３５．９％） の有効回答を得て集計・分析 

      ヒアリング調査は、アンケート調査の回答企業から、 

     建設、製造、小売、サービス（外食、ホテル）、教育機関の 

     大手８社を選定 
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Ｑ，本年４月に全面施行された改正労働契約法では、 
有期契約労働者が安心して働き続けられるよう、 

反復更新で通算５年を超えた場合の無期契約への転換や、 
有期・無期契約労働者間の不合理な労働条件の 

相違の禁止などが規定されました。 
労働契約法が改正されたことをご存知でしたか。 

 

改正内容まで

知っている, 63.2 

改正されたことは

知っているが

内容はよく

分からない, 30.4 

知らない・

分からない, 4.5 
無回答, 2.0 

（ｎ＝全有効回答企業７，１７９社）

＜改正労働契約法 

  の認知度＞ 
 ＜ アンケート調査の 

有効回答企業の属性 ＞ 
（％）

建設業 7.0

製造業 27.8 一般機械器具製造業 3.6

電気・ガス・熱供給・水道業 0.5 輸送用機械器具製造業 2.8

情報通信業 3.5 精密機械器具製造業 1.4

運輸業、郵便業 9.6 電気・情報通信機械器具、電子部品製造業 2.9

卸売業、小売業 19.4 鉄鋼業、金属・非鉄金属製品製造業 3.5

金融業、保険業 1.0 繊維製品、木材・パルプ製造業 2.7

不動産業、物品賃貸業 1.3 化学、石油・プラスチック、ゴム製品製造業 4.5

学術研究、専門・技術サービス業 2.2 食料品製造業 3.8

宿泊業、飲食サービス業 5.6 その他 2.2

生活関連サービス業、娯楽業 3.4 無回答 0.3

教育、学習支援業 1.8

医療、福祉 3.3

複合サービス業（郵便局、協同組合等） 0.2

その他サービス業（他に分類されないもの） 12.2 うち「労働者派遣会社」に該当 3.6

その他 0.2 うち「業務請負会社」に該当 4.4

無回答 0.8

過半数代表の労働組合がある 18.1

過半数代表ではないが、労働組合がある 5.7 うち「定年再雇用者」が組合員に含まれている 6.4

労働組合はないが、労使協議機関がある 27.5

労働組合も労使協議機関もない 47.3

無回答 1.5

４９人以下 6.4

５０～９９人 36.9

１００～２９９人 34.9

３００～４９９人 6.9

５００～９９９人 5.8

１，０００人以上 8.0

無回答 1.1

１９７９年以前 63.6

１９８０年代 12.2

１９９０年代 8.9

２０００年代 8.9

２０１０年以降 1.4

無回答 4.9

雇

用

者

規

模

企

業

設

立

年

主

た

る

業

種

（内訳）

労

組

等

の

有

無

（組合員範囲）

うち「定年再雇用者以外の有期契約労働者」が

組合員に含まれている
3.8
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有期契約が

更新を含めて

通算５年を

超えないよう

運用していく, 14.7 

通算５年を超える有

期労働者から、申込

みがなされた段階で

無期契約に切り換え

ていく, 28.4 

有期労働者の

適性を見ながら、

５年を超える前に

無期契約にしていく, 
12.8 

雇入れの段階から

無期契約にする

（有期契約での

雇入れは行わない

ようにする）, 1.0 

有期契約労働者を、

派遣労働者や請負

に切り換えていく, 
0.6 

対応方針は

未定・分からない, 
38.6 

無回答,
3.9 

（ｎ＝フルタイム契約労働者を

雇用している企業４，３２８社）

フルタイム契約労働者について

有期契約が

更新を含めて

通算５年を

超えないよう

運用していく, 
12.9 

通算５年を超える

有期労働者から、

申込みがなされた

段階で無期契約に

切り換えていく, 27.4 

有期労働者の適性

を見ながら、５年を

超える前に無期

契約にしていく, 7.0 

雇入れの段階から

無期契約にする

（有期契約での

雇入れは行わない

ようにする）, 1.1 

有期契約労働者を、

派遣労働者や請負

に切り換えていく, 
0.4 

対応方針は

未定・分からない, 
35.3 

無回答, 16.0 

（ｎ＝パートタイム契約労働者を

雇用している企業４，２２９社）

パートタイム契約労働者について

※ 有期契約労働者を雇用している企業から「定年再雇用者」や「臨時労働者（契約期間１ヵ月未満）」のみの企業を除いたうえで、フルタイムの 

  契約労働者を雇用している割合は（全有効回答企業のうち）６０．３％、パートタイムの契約労働者は５８．９％（いずれか雇用は７１．３％）。 

Ｑ，改正労働契約法で、有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みに基づき、期間の定めのない労働契約 
（無期労働契約）に転換できるルールが規定されました。このルールに対して、貴企業ではどのような対応を検討していますか。 

＜改正労働契約法の無期転換ルールへの対応方針＞ 

○ フルタイム契約労働者、パートタイム契約労働者とも「対応方針は未定・分からない」が最多 
   一方、何らかの形で無期契約にする意向の企業は、それぞれ計４２．２％、３５．５％ 

○ 何らかの形で無期契約にしていくと回答した企業を対象に、改正労働契約法の施行前から雇用している有期契約労働者に 

    ついて、法定（平成２５年４月１日以降に締結した有期労働契約を通算して、５年を超えると無期労働契約への転換権が発生） 
    を上回る形で、無期契約や正社員に転換していく意向があるかも尋ねると、「本人の希望があれば、そうした対応を検討したい」 
    が３９．５％でもっとも多く、「既にそうした対応を行っている」（１６．５％）と合わせて半数超となった 
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＜無期契約への転換方法＞ 

Ｑ，どのような形で、無期契約にしますか。 

10.7 

既存の正社員区分に

転換する, 25.9 

16.2 

正社員以外の

既存の無期契約

区分に転換する,
14.9 

10.5 

正社員以外の

新たな無期

契約区分を

設置する, 10.1 

42.0 

（新たな区分は設けず）各人の

有期契約当時の業務・責任、

労働条件のまま、契約だけ

無期へ移行させる, 33.0 

15.7 

分からない

（具体的には

未だ考えて

いない）, 13.3 

0.7 

その他, 0.8 

4.3 

無回答,
2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

(n=無期契約に転換する

意向がある企業1,499社)

フルタイム契約労働者

(n=無期契約に転換する

意向がある企業1,829社)

○ 何らかの形で無期契約にしていくと回答した企業に対して 
   どのような形で無期契約にするか尋ねると、 
   フルタイム契約労働者、パートタイム契約労働者とも、「（新たな区分は設けず） 
     各人の有期契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行」が最多 
     次いで、フルタイム契約労働者では「既存の正社員区分に転換」 
                パートタイム契約労働者では「正社員以外の既存の無期契約区分に転換」 
 
○ 正社員以外の無期契約区分を活用する割合（※）は、既存・新設を合わせて 
   各４社に１社程度（フルタイム契約労働者で２５．０％、パートタイム契約労働者で２６．７％） 

※ 
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＜無期契約に転換するメリットと課題＞ 
Ｑ，有期契約労働者を、無期契約に転換するメリットを 

どのように考えますか（該当すべてに○）。 
Ｑ，有期契約労働者を無期契約に転換すると、雇用管理上、 
どのようなことが課題になると思いますか（該当すべてに○）。 

何らかの形で無期契約にしていく意向の企業のうち、 
○ ８９．７％が、何らかのメリットありと回答 
   「長期勤続・定着が期待できる」が最多。次いで、「雇用に対する不安感を払拭し、 
   働く意欲を増大できる」や「要員を安定的に確保できるようになる」 等 
○ ９１．９％が雇用管理上、何らかの課題ありと回答 
  「雇用調整が必要になった場合の対処方法」が最多。次いで、「正社員との間の仕事や 
    労働条件のバランスの図り方」や「業務量の変動に伴う労働条件の調整方法」 等  

61.2 
56.5 

37.0 

21.9 
18.5 

9.2 8.6 
2.1 1.8 

10.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

長
期
勤
続
・
定
着
が
期
待
で
き
る

有
期
契
約
労
働
者
の
雇
用
に

対
す
る
不
安
感
を
払
拭
し
、

働
く
意
欲
を
増
大
で
き
る

要
員
を
安
定
的
に

確
保
で
き
る
よ
う
に
な
る

技
能
の
蓄
積
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
伝
承
が

着
実
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

生
産
性
が
向
上
す
る

職
場
の
一
体
感
が
醸
成
さ
れ
る

（
職
場
の
人
間
関
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好
に
な
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教
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練
投
資
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行
い
や
す
く
な
る

既
存
の
正
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員
を
よ
り
高
度
な

仕
事
に
専
念
さ
せ
る
こ
と
が
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既
存
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の
労
働
条
件
を
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る
こ
と
が
で
き
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そ
の
他

無
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答

（
メ
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ッ
ト
な
し
を
含
む
）

（複数回答）

％

（平均選択数２．４個）

55.6 

41.4 

33.8 30.1 

17.5 

4.5 1.6 
8.1 
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図
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務
量
の
変
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に
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、
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働
条
件
の
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整
方
法

正
社
員
の
新
規
採
用
に
対
す
る
影
響

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持

す
る
た
め
の
方
法

労
働
組
合
と
の
協
議
・
調
整

そ
の
他

無
回
答

（
課
題
な
し
を
含
む
）

（複数回答）

％

（平均選択数２．0個）

※メリット、課題ともｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの契約労働者に
ついて、無期契約に転換する意向があると回答した企業２，２２０社）
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Ｑ，有期契約労働者の転換先となる、無期契約区分（「1.既存の正社員区分に転換」の正社員区分を含む。以降、同様）の労働条件を、どのように 
   設定しますか（現時点のお考えで構いません） （注釈）。現在の有期契約労働者 （もっとも人数が多いケース）の労働条件とともに教えてください。 
      （注釈）なお、改正労働契約法における無期転換ルールでは、無期転換後の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、 
           直前の有期労働契約と同一でよく、法律上、労働条件の引き上げまでを求めるものではありません。 

役職に登用

する,28.7 

役職者が

いる, 19.1 

役職には登用

しない,71.3 

役職者は

いない, 80.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先

現状

役職
（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,816社）

26.1 

下級（係長等）

クラスまで, 
21.4 

25.3 

中級（課長等）

クラスまで, 25.1 

45.2 

上級（部長等）

クラスまで, 48.8 

3.4 

無回答, 
4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先（ｎ=役職に

登用する企業522社）

現状（ｎ=役職者が

いる企業346社)

役職の上限

有期契約

当時と同じ, 
82.3 

有期契約

当時より

拡大する,
12.1 

無回答,
5.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務範囲や責任

限定する,
47.8 

限定している, 
55.3 

限定しない,
52.2 

限定していない, 
44.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先

現状

職務
（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,891社）

行う,68.7 

行っている, 65.1 

特段、

行わない,31.3 

特段、行って

いない, 34.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先

現状

教育訓練
（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,861社）

62.9 

職務遂行に必要

なもののみ, 73.4 

35.9 

より高度な職務に就

くためや、自己啓発

支援を含む, 25.2 

1.2 

無回答,
1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先（ｎ=教育訓練を

行う企業1,278社）

現状（ｎ=教育訓練を

行っている企業1,211社）

訓練内容

63.2 

配転する

ことがある, 56.3 

36.8 

配転する

ことはない, 43.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先

現状

配置転換
（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,866社）

40.8 

事業所内のみ, 46.3 

41.9 

事業所間もある

（転居はない）, 42.9 

16.4 

転居を伴う

事業所間もある, 

10.1 

0.8 

無回答,
0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先（ｎ=配置転換する

ことがある企業1,180社）

現状（ｎ=配置転換する

ことがある企業1,051社）

配転の範囲

 ＜転換先となる無期契約区分の 
 処遇・労働条件の設定方法＞ 
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○職   務： 「限定しない」割合が、現状４４．７％→転換先５２．２％に拡大 
○配置転換： 「することがある」割合が、現状５６．３％→転換先６３．２％に増加 
○役   職： 現状で「役職者がいる」割合は１９．１％に対し、 
                     →転換先で「役職に登用する」は２８．７％と大幅に増加 
○基本賃金の支払形態： 「月給制」が現状３５．９％→転換先４３．７％に増加 
○基本賃金の水準：  
   「正社員と同じかそれ以上」の割合が、現状１９．７％→転換先２９．６％と大幅に増加 
○その他処遇： 「賞与」で現状５３．１％→転換先６３．４％ 
           「退職金」で現状１０．７％→２８．４％     等 
○教育訓練：  「より高度な職務に就くためや自己啓発支援を含む」実施割合が、 
                           現状２５．２％→転換先３５．９％と大幅に増加  
  

49.6 

時給制, 57.2 

43.7 

月給制, 35.9 

6.7 

その他, 
6.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先

現状

基本賃金の支払形態
（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,851社）

29.6 

正社員と同じか

それ以上, 19.7 

12.6 

正社員の

９割程度, 
14.7 

21.6 

正社員の８割程度, 
26.1 

20.5 

正社員の７割程度, 
23.1 

15.7 

正社員の

６割程度以下,
16.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

転換先

現状

基本賃金の水準
（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,729社）

53.1 

10.7 

88.4 

12.1 
7.2 

96.9 
91.0 88.6 

44.0 

71.6 

40.6 

63.4 

28.4 

89.9 

22.8 

14.2 

97.1 
91.8 89.8 

45.4 

76.5 

42.9 
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現状
転換先

（ｎ=現状・転換先とも回答あり企業1,857社）
％

（複数回答）

その他処遇の支給・適用

8 



＜通算５年未満への抑制方法＞ 

Ｑ，どのような方法で、通算５年未満に抑制しますか（該当すべてに○）。 

67.0 

43.4 

6.0 
10.8 12.8 

3.0 1.4 
0

10
20
30
40
50
60
70
80

更
新
回
数
上
限
や
通
算
勤
続

年
数
等
で
制
限
す
る

契
約
更
新
時
の
判
断

（
人
物
や
働
き
ぶ
り
等
の
選
別
）

を
厳
格
化
す
る

有
期
労
働
者
を
新
規
に
採
用
す
る
際
、

正
社
員
転
換
や
無
期
転
換
を

希
望
し
な
い
人
を
選
別
す
る

途
中
で
随
時
、
ク
ー
リ
ン
グ
（
空
白
）
期
間

を
挟
み
、
通
算
期
間
を
リ
セ
ッ
ト
す
る

契
約
期
間
を
一
定
の
業
務
完
了
ま
で
な
ど

で
設
定
し
、
更
新
は
原
則
行
わ
な
い

よ
う
に
す
る

そ
の
他

無
回
答

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの

契約労働者について、有期契約が

更新を含めて通算５年を超えないよう

運用していくと回答した企業８４５社）

（複数回答）

％

（平均選択数１．５個）

○ 改正労働契約法の無期転換ルールに対して「通算５年を超えないよう運用していく」と 
  回答した企業（フルタイム契約労働者で１４．７％、パートタイム契約労働者で１２．９％ 
  の ｎ計＝８４５社）を対象に尋ねると（複数回答）、 
         「更新回数上限や通算勤続年数等で制限する」が最多 
         次いで、「契約更新時の判断（人物や働きぶり等の選別）を厳格化する」など 

※（注釈） 「グループ内の複数企業での契約締結」や「出向・転籍 
  の 活用」「６ヵ月後に再度雇用する登録制を設置」等を含む。 ※ 
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＜改正労働契約法が有期契約労働者の 

雇用管理に及ぼす影響（検証）＞ 
 ① 契約更新の上限設定に対する影響 

※「上限を引き上げた」とは、３年→５年など。反対に「上限を引き下げた」とは、５年→３年など。 

Ｑ， 

6.5 

上限を

設けて

いる, 10.1 

89.8 

上限を設けていない, 
86.3 

3.7 

無回答, 
3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（n=雇用している企業4,229社)

フルタイム契約労働者

（n=雇用している企業4,328社)

契約更新の回数上限や通算勤続年数の上限を設けているか

46.5 

改正労働契約法の

全面施行に伴い、

新設した, 32.5 

48.4 

改正労働契約法に

関係なく、以前から

ある, 66.1 

5.1 

無回答, 
1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（n=雇用上限がある企業275社)

フルタイム契約労働者

（n=雇用上限がある企業437社)

上限はいつからあるか

変更した
（その他）

3.8 

4.8 

0.8 

1.4 

94.7 

変更していない, 91.3 

0.8 

無回答,
2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（n=改正労契法に関係なく、以前から

雇用上限がある企業133社)

フルタイム契約労働者

（n=改正労契法に関係なく、以前から

雇用上限がある企業289社)

改正労働契約法の施行に伴い、上限設定の内容を変更したか

変更した
（上限を引き上げた）

変更した
（上限を引き下げた）

0.3

Ｑ， 

Ｑ， 

○ フルタイム契約労働者について 
  現在、契約更新の回数上限や 
  通算勤続年数の上限を設けて 
  いる割合は１割程度（１０．１％）。 
  このうち、上限を「改正労働契約 
  法の全面施行に伴い新設した」 
  割合は３．３％。また、上限が 
  「以前からある」場合で、改正 
  労働契約法の施行に伴い内容 
  を変更した割合は０．４％と僅少 
 
○ パートタイム契約労働者に 
  ついても、上限がある企業 
  （６．５％）で「新設した」割合 
  は３．０％。以前からある上限を 
  「変更した」割合は０．１％ 
  
  → 少なくとも調査時点では、 
     改正労働契約法が 
     契約更新の上限設定 
       に及ぼしている影響は限定的 
  

。 

。 

。 
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 ② 正社員への転換制度・慣行に対する影響 

15.1 

正社員へ直接転換できる

制度がある, 30.4 

8.5 

3.3 

19.8 

制度はないが、正社員に

転換させる慣行がある, 34.1 

50.2 

正社員に転換させる

制度・慣行はない, 27.5 

6.4 

無回答,
4.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者

（n=雇用している企業4,229社)

フルタイム契約労働者

（n=雇用している企業4,328社)

他の区分を経由して、

正社員へ転換できる制度がある

制度・慣行あり計,43.4

制度・慣行あり計,67.8

既に

見直しを

行った, 3.6 

今後の見直しを

検討中, 18.6 

見直し方針は未定, 
52.1 

見直し予定はない, 
22.3 

無回答, 
3.4 

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの契約

労働者を雇用している企業５，１１８社）

46.5 

1.9 

28.7 

5.0 

27.8 

6.3 4.7 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

正
社
員
へ
の
転
換
制
度
・
慣
行
の
新
設

正
社
員
へ
の
転
換
制
度
・
慣
行
の
廃
止

正
社
員
へ
の
直
接
転
換
は
行
わ
ず
、

必
ず
無
期
契
約
区
分
を
経
由
す
る
よ
う

制
度
・
慣
行
を
変
更

無
期
契
約
へ
の
転
換
に
備
え
、

正
社
員
転
換
（
予
定
）
者
数
を
削
減

正
社
員
へ
の
転
換
要
件
を
厳
格
化

そ
の
他

無
回
答

（ｎ＝改正労契法の施行に伴い、正社員への転換

制度・慣行を「既に見直した」あるいは「今後の

見直しを検討中」の企業１，１３６社）

（複数回答）

％

（平均選択数１．２個）

Ｑ，反復更新で通算５年を超えた場合の無期労働契約への転換を定めた、改正労働契約法の施行に伴い、 
正社員に転換する 制度・慣行について、何らかの見直しを行う予定はありますか。 

 

○ 現状、正社員へ転換する制度や慣行が 
   「ある」企業割合は、フルタイム契約労働者 
   で６７．８％（うち直接転換３０．４％）、パート 
   タイム契約労働者で４３．４％（同１５．１％） 

○ フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者を雇用している企業で、 
   改正労働契約法の施行に伴う、正社員への転換制度・慣行の見直し方針は「未定」が過半数。 
  「既に見直しを行った」あるいは「今後の見直しを検討中」は合わせて２割超で、具体的には、「正社員への 
    転換制度・慣行の新設」が最多（１０．３％）、「必ず無期契約区分を経由」（６．４％）、「正社員への転換 
   要件を厳格化」（６．２％）、「正社員転換者数を削減」（１．１％）、「正社員転換制度・慣行を廃止」（０．４％）等 11 



＜有期・無期契約労働者間における労働条件の 

不合理な相違を禁止するルールへの対応方針＞ 

Ｑ，改正労働契約法では、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることによる、不合理な労働条件の相違を 
禁止するルールが規定されました。このルールに対応するため、貴企業では雇用管理上、何らかの見直しを行いましたか。 

○ 有期・無期契約労働者間の労働条件の不合理な相違禁止ルールに対しては、 
   フルタイムあるいはパートタイム契約労働者を雇用している企業のうち、      
              「見直しを行うかどうかを含めて方針未定」が半数弱で最多 
              「見直し予定はない（現状通りで問題ない）」が３社に１社超 
 
○ 「既に見直しを行った」あるいは「今後の見直しを検討している」企業（計１０．６％）では、 
   「賃金関係」が最多（５．８％）。 次いで、「通勤手当の支給関係」（２．２％）や「退職金の 
   支給関係」 （２．１％）、「有給休暇の付与関係」（２．１％） 等 

既に見直しを行った, 
2.7 

今後の見直しを

検討している, 7.9 

見直しを行うか

どうかを含めて

方針未定, 49.2 

見直し予定はない

（現状通りで

問題ない）, 36.7 

無回答,
3.5 

（ｎ＝フルタイムあるいはパートタイムの

契約労働者を雇用していると回答

した企業５，１１８社）

21.2 

7.4 
13.1 

19.7 

54.4 

20.3 

7.2 4.6 
8.7 

0

10

20

30

40

50

60

通
勤
手
当
の
支
給
関
係

食
堂
、
更
衣
室
な
ど

施
設
の
利
用
関
係

安
全
管
理
・
災
害
補
償
関
係

有
給
休
暇
の
付
与
関
係

賃
金
関
係

退
職
金
の
支
給
関
係

有
期
労
働
者
の
比
較
と
な
る
、

無
期
契
約
労
働
者
（
正
社
員
等
）
の

労
働
条
件
引
下
げ

そ
の
他

無
回
答

（ｎ＝不合理な労働条件の相違禁止ルールに

対応するため、雇用管理上、「既に見直し

を行った」 あるいは 「今後の見直しを検討

中」の企業５４２社）

（複数回答）

％

（平均選択数１．６個）
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 ＜参考＞ 改正労働契約法の無期転換ルールへの 

          対応に係る他調査の結果概要 

実施主体

引用
資料名

調査時点

調査対象
企業

回答数

設問

SＡ/МＡ

特に影響はない ４８．１％

有能な非正社員を正社員採用する ２８．０％

雇入れ時から無期労働契約とする ２３．０％ 他社の動向を見ながら検討する ２８．２％
外注、業務委託など
アウトソーシング

１３．７％
５年以下で雇止めを行い、
無期雇用への転換を抑える

３７．６％

転換基準を設け、５年以内に満たした者
は無期労働契約に転換し、それ以外の
者は雇止めにする

１４．５％
労働者の適性を見ながら、５年を
超える前に無期労働契約にしていく

１８．８％ 非正社員の新規採用を減らす １１．４％
有期契約社員が行っていた
業務をアウトソーシングする

１８．８％

すべての有期労働契約の契約期間を最大５年

未満とし、無期労働契約への転換は行わない
９．８％

有期労働契約が通算で５年を
超えないよう運用をしていく

１７．４％ 非正社員の再契約を停止する １０．８％
短時間正社員を活用するなどの
人事制度を整備する

１８．８％

クーリング期間を設けるなど有期労働契約が

通算５年未満になるように運用し、無期労働

契約への転換は行わない

４．４％ 雇入れの段階から無期労働契約とする ３．３％ 正社員を減らす ３．１％
クーリング期間を活用し、
同一労働者を断続的に雇用する

１０．９％

その他 ０．８％ その他 ５．０％ その他 ４．４％ 正社員の新規採用を抑制する ９．９％

分からない １９．０％ 特に対応は考えていない ５．０％ 無回答 ２．９％ 総従業員数を抑制する ７．９％

人件費以外のコストを削減する ７．９％

その他 １１．９％

※掲載は、左から回答数の大きい順。他にも、埼玉労働局「改正労働契約法説明会での労務担当者アンケート」（２０１３年２月実査、回答数１３９）、多摩五署「労働契約法改正への対応状況に関するアンケート調査」（２０１３年６～９月実査、回答数

３０４）、全国求人情報協会・改正二法研究会「労働契約法改正前後の実態調査」（２０１３年８～９月実査、回答数５００）、パソナ「雇用に関する緊急アンケート」（２０１３年２月公表、回答数７３０）等がある

株式会社　アイデム

申し出があれば希望者全員を
無期労働契約に転換する

２８．５％
５年経ったら優秀な社員は
無期労働契約へ移行する

５５．４％

福岡県経営者協会

平成２４年第２回　雇用問題・賃金等
アンケート集計結果

２０１２年１０～１１月

協会会員企業３７４社

無期雇用への転換等法制強化に伴う
「影響がある」（７４．８％）場合に、

どのような対応策をとるか

結果

改正労働契約法にかかる企業の対応について

改正労働契約法に関する説明会を
受けた企業約２，０００社

労働者から申入れがなされた段階で
無期労働契約に切り換えていく

４２．０％

無期労働契約への転換について、
今後どのような対応をとるか

複数回答可

９１６社

パート・アルバイトと正社員（６人以上）を
雇用している企業

２０１３年４月

平成２５年版　パートタイマー白書
ニュースリリース

第４７回経営・経済動向調査

会員企業１，７３３社

６６０社 ４８２社（中小５５．０％、非製造業６１．０％）
１３７社

（非製造業７０．８％、３００人未満５８．４％）

複数回答可

大阪労働局

「無期労働契約への転換」に関して
どのような対応を検討しているか

複数回答可

大阪商工会議所
関西経済連合会

「改正労働契約法」の施行が、
企業の人事政策に与える影響は何か

複数回答可

２０１２年１１～1２月 ２０１２年８～９月

○ 今回の調査は、改正労働契約法の全面施行から３か月時点の把握であり、 
   「対応方針は未定・分からない」企業も未だ多くみられたことから、引き続き 
   動向を注視する必要がある。ただ現時点では、他の調査でも当機構の結果 
   同様、無期転換に前向きな企業は、決して少なくない様子が見て取れる 13 



 『 企業はなぜ、無期転換に前向きなのか 』 
 
○ 契約の更新上限を定めず、反復更新を繰り返してきた企業にとって、 「通算５年 
   超にも及ぶ長期勤続者は、そもそも簡単には雇止めできない／するつもりもない 
   実質無期状態にある」と認識されている。無期転換ルールは同対象者を、契約面 
   で適正化する（むしろ）機会と捉えられている 

 
○  改正労働契約法が求める無期転換自体は、処遇・労働条件の改善までを求める 
     ものではない（人件費の増大に直結しない）。それならば、むしろこれを人材の 
     定着促進や生産性の向上等につなげた方が、合理的・効率的と考えられている 

 
○ 無期転換後の契約主体は、（正社員＝本社に対し）各地域支社、各業態・事業、 
   各事業所（店舗）など、様々な可能性が模索されている。これに伴い、無期転換 
   と言っても、雇用保障の強さを多様化することはできると考えられている 
 
○  労働力人口の減少や少子高齢化の進展等が見込まれるなか、無期転換ルール 
   を契機に『多様な正社員』区分を新設し、優秀人材の囲込みや採用力の強化、 
   雇用ポートフォリオの見直し等につなげようとする動きもある 
 

ヒアリング調査結果より  
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